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ＪＲ東海労要求主旨

会社経営は、今年度第一四半期の実績に示されている通り、ますます好調

の状況にあります。このことは、特に、現場の社員の働きによって導かれた

結果であることは、私たち労働組合だけでなく、会社も当然認識されている

と考えます。

今回の交渉にあたり、私たちＪＲ東海労は、Ⅰ、要員不足による年休失効

やいっこうに解消されない一方的休日出勤について。Ⅱ、東海道新幹線新幹

線の津波対策の確立について。Ⅲ、６月末に発生した列車火災事故に鑑み、

東海道新幹線の列車火災対策について。Ⅳ、春闘時のベースアップに際して

等級別格差配分是正について。Ⅴ、放置され続けている専任社員の労働条件

改善について。Ⅵ、自然環境破壊・膨大な建設費による社員の利益を損なう

リニア中央新幹線建設の中止について。の六つの課題を大きな柱として交渉

を進めます。

さて、今年度の要求の数は１８８項目にもなっています。なぜ、このよう

な項目数になるのか、その理由はいたって簡単なことです。それはこの間会

社が、現場で汗を流している社員の働きと、切実な思いに耳を傾けず、儲け

第一の姿勢であるからです。解決されずに積もり積もった現場社員の切実な

思いが、多数の要求項目となっています。

儲け第一、上から目線、社員を大事にしない会社は必ず崩壊します。今現

場で働く社員は疲れきっています。

そのような現状を変えるためにも、しっかりと現場で働く社員の思いに身

を寄せて、現場の社員が元気になるような会社の姿勢を求めます。

ＪＲ東海労は、今協約協定改訂交渉において、この間の積み残してきた多

くの問題の解決をしていきたいと思います。社員の安全、健康、生活をより

前進させるために交渉していきます。今の好調な会社の状況からして、決し

て不可能なことではありません。

会社の誠実な対応を求め、今次交渉にあたってとさせていただきます。
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2015年度協約・協定改訂第１回団体交渉
本部は８月19日、2015年度協約・協定改訂に向け、第１回団体交渉を開催し

ました。ＪＲ東海労の要求趣旨、会社の交渉に臨む基本姿勢は以下の通りです。

第２回団体交渉は８月24日13時からです。
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会社の姿勢


